
新型コロナワクチン接種のお知らせです

問い合わせ　市健康推進課　新型コロナワクチン接種推進室　☎22-4567・☎22-4568

　当市の新型コロナワクチンの接種状況は、10月５日現在で、対象となる方の79.2％が１
回目の接種を終えており、当初の予定どおり、11月末には接種を希望する方への接種が完
了できる見込みです。　
　ワクチン接種は終盤を迎えており、今後は国・県の方針に沿って、県内で保有している
ファイザー製ワクチンと、国が保有するモデルナ製ワクチンの在庫量を調整しながら接種を
進めます。
　市は、10月末までに１回目の接種を終えた方までは、２回目の接種も含めファイザー製
ワクチンを確保するよう調整しておりますが、11月以降に１回目の接種をされる方は、
ファイザー製ワクチンを確保できない場合には、モデルナ製ワクチンに切り替えることもあ
りますので、あらかじめご了承ください。
　まだ接種を予約していない方は、約6,000人おられますが、混乱なく接種を進めるために
も、希望する場合は至急予約していただくようお願いします。
　ワクチンの接種は強制ではありませんが、ワクチン接種によりご自身の感染するリスクや
重症化するリスクを軽減することはもちろん、大切なご家族などを守る効果も期待できます
ので、今一度検討いただき、できるだけ接種していただくよう改めてお願いいたします。
　今後は、冷え切った地域経済の立て直しが急務となります。市内の飲食店では、安心して
利用していただけるよう「いわて飲食店認証制度」を取得して感染症対策を講じている店舗
も多くあります。
　市は、国、県と連携してさまざまな事業者支援を実施しています。市民の皆さんにおかれ
ましても、市内事業者を利用していただき、地域経済の活性化にご協力をお願いします。

釡石市新型コロナウイルス感染症対策本部
本部長　釡石市長　　野　田　武　則

市民の皆さんへ

区　分 対象者（人）
８月末人口

１回目 ２回目 全体進捗
（％）接種者

（人）
進捗状況
（％）

接種者
（人）

進捗状況
（％）

65歳以上 12,669 11,841 93.5％ 11,739 92.7％ 93.1％
60～64歳 2,110 1,931 91.5％ 1,910 90.5％ 91.0％
50～59歳 4,188 3,604 86.1％ 3,398 81.1％ 83.6％
30～49歳 6,228 3,522 56.6％ 2,520 40.5％ 48.5％
20～29歳 2,373 983 41.4％ 612 25.8％ 33.6％
12～19歳 1,852 1,405 75.9％ 1,165 62.9％ 69.4％
計 29,420 23,286 79.2％ 21,344 72.5％ 75.8％

集団接種を予約できます

ワクチン接種進捗状況（10月５日現在）

予約方法 受付時間
①電話予約
　市新型コロナワクチン接種コールセンター　☎019-606-8055

９時～17時
（土・日曜日、祝日を除く）

②LINE（ライン）予約 24時間対応
※特別な事情により医療機関での接種を希望する方は、市新型コロナワクチン接種推進室にご相談ください

まだワクチン接種をしていない方はご検討ください。

予約可能日 10月24日㈰、31日㈰

会 場 イオンタウン釡石

新型コロナワクチン接種のお知らせです

問い合わせ　日本年金機構　給付金専用ダイヤル　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）

市が所有する東部地区水産業関連施設用地を分譲します

凡例
対象土地 釡石湾釡石湾釡石湾

釡石魚市場釡石魚市場釡石魚市場

至只越町至只越町至只越町

至新浜町
２丁目
至新浜町
２丁目

至新浜町
２丁目

釡石湾釡石湾釡石湾

①
約1,430㎡
①

約1,430㎡
①

約1,430㎡

②
約2,420㎡
②

約2,420㎡
②

約2,420㎡

③
約580㎡
③

約580㎡
③

約580㎡

④
約140㎡
④

約140㎡
④

約140㎡

⑤
約930㎡
⑤

約930㎡
⑤

約930㎡

⑦
約670㎡
⑦

約670㎡
⑦

約670㎡

⑥
約1,540㎡
⑥

約1,540㎡
⑥

約1,540㎡

⑧
約760㎡
⑧

約760㎡
⑧

約760㎡

○ 公募土地数　８区画（東部地区の漁港施設機能強化事
業により整備した土地）

○土地面積　約140㎡～約2,420㎡
○ 分譲価格　市が当該地の取得に要した費用を標準地と
して算出した価格

　※詳細はお問い合わせください
○ 対象　事業を営むために土地の分譲を希望し、水産業
関連施設を建築する人

○ 申込方法　市資産管理課に備え付け、または市のホー
ムページからダウンロードした申請書に記入の上、必要
書類を添えて、持参または郵送でお申し込みください

○譲渡の決定方法
①１つの土地へ申し込みが１人の場合は、その人に決定
② １つの土地へ申し込みが複数人の場合は、市が定める
優先順位により決定

③優先順位が同位の場合は、抽選により決定
　結果は、11月下旬に申込人全員にお知らせします

○優先順位
　１位： 東日本大震災時に市内で水産業を営んでおり被

災した人、かつ東日本大震災以降に公共事業用
地として市に土地を売却した人

　２位： 東日本大震災時に市内で水産業を営んでおり被
災した人

　３位：市内で被災した人
　４位： 東日本大震災時に市外で水産業を営んでおり被

災した人
　５位：市外で被災した人
○申込期限　11月15日㈪※当日消印有効

年金生活者支援給付金制度をご利用ください

対象地位置図

申し込み・問い合わせ　市資産管理課 管理係
〒026-8686　只越町３-９-13　☎27-8416

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が、一定基準額以下の年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。

対　　　象

○ 老齢基礎年金を受給している65歳以上の人（以下の要件をすべて満たしている必要があり
ます）

　・世帯全員の市町村民税が非課税
　・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下
○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し、前年の所得額が約472万円以下の人

請求手続き

①新たに対象となる人
　 対象者には、日本年金機構からお知らせを送付しております。同封している年金生活者支
援給付金請求書に記入し提出してください。令和４年１月４日までに請求手続きが完了す
ると、令和３年10月分からさかのぼって受け取ることができます。

②年金を受給しはじめる人
　年金の請求手続きと併せて、次の場所で手続きしてください
（手続き可能な場所）
　宮古年金事務所、市市民課国保年金係
　各地区生活応援センター（釡石を除く）

厚生労働省
「年金生活者支援給付金制度」

市のホームページ
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